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【公開日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
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【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月27日(2019.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定条件の成立に基づいて識別情報の変動表示を行い、識別情報の変動表示の表示結果
が特定表示結果になることに基づいて、遊技者に所定の利益を付与し得る特別遊技が実行
可能となる遊技機であって、
　所定の第１遊技状態にて識別情報の変動表示の表示結果が特定表示結果になったことに
基づく前記特別遊技が終了した後の遊技状態を、前記第１遊技状態と異なる所定の第２遊
技状態に制御可能な遊技状態制御手段と、
　前記第１遊技状態における識別情報の変動表示回数を計数可能な計数手段と、
　識別情報の変動表示に伴って所定の演出画像を表示可能な演出表示部と、
　前記第１遊技状態にて前記計数手段により計数される識別情報の変動表示回数を示す回
数画像を表示可能な回数表示部と、
　を備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　識別情報の変動表示の表示結果が特定表示結果になったことに基づいて、前記計数手段
により計数された識別情報の変動表示回数を初期化する初期化手段を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記回数表示部に前記回数画像を表示または非表示とする表示切替手段を備える
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　識別情報の変動表示に関連する所定の予告演出を実行可能な予告演出手段を備え、
　前記予告演出手段は、前記回数表示部に表示されている前記回数画像の表示態様を変化
させることにより予告演出を実行する場合がある
　ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　識別情報の変動表示の実行契機となる始動口を備え、
　前記始動口として、少なくとも、遊技球の入球可能性が変化し得る可変始動口を有し、
　前記第１遊技状態は、前記第２遊技状態に比して遊技球が前記可変始動口に入球する可
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能性の低い遊技状態である
　ことを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記第２遊技状態が終了して前記第１遊技状態となった後の所定期間は、前記計数手段
が識別情報の変動表示回数を計数しないとともに、前記回数表示部に前記回数画像が表示
されない
　ことを特徴とする請求項１から５の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項７】
　表面に遊技領域が形成された遊技盤を備え、
　前記演出表示部および前記回数表示部は、前記遊技盤の裏側に配置される画像表示手段
に設けられるものであって、
　前記演出表示部は、前記遊技盤の中央に位置しており、
　前記回数表示部は、前記遊技盤の中央から離れた箇所に位置している
　ことを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記回数表示部は、前記遊技領域の外側に位置している
　ことを特徴とする請求項７に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記画像表示手段として、少なくとも第１画像表示手段および第２画像表示手段を有し
、
　前記第２画像表示手段は前記第１画像表示手段よりも表示領域の大きさが小さく、
　前記回数表示部は前記第２表示手段に設けられる
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前述の課題を解決するために、本発明は以下の構成を採用した。
　（１）手段１の遊技機は、
　所定条件の成立に基づいて識別情報の変動表示を行い、識別情報の変動表示の表示結果
が特定表示結果になることに基づいて、遊技者に所定の利益を付与し得る特別遊技が実行
可能となる遊技機であって、
　所定の第１遊技状態にて識別情報の変動表示の表示結果が特定表示結果になったことに
基づく前記特別遊技が終了した後の遊技状態を、前記第１遊技状態と異なる所定の第２遊
技状態に制御可能な遊技状態制御手段と、
　前記第１遊技状態における識別情報の変動表示回数を計数可能な計数手段と、
　識別情報の変動表示に伴って所定の演出画像を表示可能な演出表示部と、
　前記第１遊技状態にて前記計数手段により計数される識別情報の変動表示回数を示す回
数画像を表示可能な回数表示部と、
　を備えることを要旨とする。
　（２）手段２の遊技機は、上記手段１の遊技機において、
　識別情報の変動表示の表示結果が特定表示結果になったことに基づいて、前記計数手段
により計数された識別情報の変動表示回数を初期化する初期化手段を備える
　ことを要旨とする。
　（３）手段３の遊技機は、上記手段１又は２の遊技機において、
　前記回数表示部に前記回数画像を表示または非表示とする表示切替手段を備える
　ことを要旨とする。
　（４）手段４の遊技機は、上記手段１から３の何れか一つの遊技機において、
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　識別情報の変動表示に関連する所定の予告演出を実行可能な予告演出手段を備え、
　前記予告演出手段は、前記回数表示部に表示されている前記回数画像の表示態様を変化
させることにより予告演出を実行する場合がある
　ことを要旨とする。
　（５）手段５の遊技機は、上記手段１から４の何れか一つの遊技機において、
　識別情報の変動表示の実行契機となる始動口を備え、
　前記始動口として、少なくとも、遊技球の入球可能性が変化し得る可変始動口を有し、
　前記第１遊技状態は、前記第２遊技状態に比して遊技球が前記可変始動口に入球する可
能性の低い遊技状態である
　ことを要旨とする。
　（６）手段６の遊技機は、上記手段１から５の何れか一つの遊技機において、
　前記第２遊技状態が終了して前記第１遊技状態となった後の所定期間は、前記計数手段
が識別情報の変動表示回数を計数しないとともに、前記回数表示部に前記回数画像が表示
されない
　ことを要旨とする。
　（７）手段７の遊技機は、上記手段１から６の何れか一つの遊技機において、
　表面に遊技領域が形成された遊技盤を備え、
　前記演出表示部および前記回数表示部は、前記遊技盤の裏側に配置される画像表示手段
に設けられるものであって、
　前記演出表示部は、前記遊技盤の中央に位置しており、
　前記回数表示部は、前記遊技盤の中央から離れた箇所に位置している
　ことを要旨とする。
　（８）手段８の遊技機は、上記手段７の遊技機において、
　前記回数表示部は、前記遊技領域の外側に位置している
　ことを要旨とする。
　（９）手段９の遊技機は、上記手段７又は８の遊技機において、
　前記画像表示手段として、少なくとも第１画像表示手段および第２画像表示手段を有し
、
　前記第２画像表示手段は前記第１画像表示手段よりも表示領域の大きさが小さく、
　前記回数表示部は前記第２表示手段に設けられる
　ことを要旨とする。
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